
 

 

 

 

令和７年度 

 

町営住宅中下田団地立木伐採等業務委託 

 

仕様書 

 

 

施行場所 おいらせ町 中下田 地内 

 

 

おいらせ町 

  



１． 委託事業名 

町営住宅中下田団地立木伐採等業務委託 

 

２． 施行場所 

おいらせ町中下田 地内（「位置図」及び「案内図」参照） 

 

３． 履行期間 

契約締結日の翌日から令和８年３月１０日まで 

 

４． 委託業務内容 

（１）案内図 2 に示す●の立木を根元（地際）から伐採する。また、伐

採後芽が出ないようドリル切削及び除草剤原液塗布により対策を

施すこと。 

（２）●の立木に鉄製の支柱が設置されている場合は、支柱を撤去のう

え発注者が指示する場所へ仮置きする。支柱の回収及び搬出につ

いては発注者が行うものとする。 

（３）案内図 2 に示す〇の立木については、折れ枝や不要な枝葉を整理

し、整えること。 

（４）A 棟～Ｃ棟区画北側の植樹桝内にある建物側のサツキ１列につい

ては掘り取り撤去し、その場所に客土を追加すること。また、道路

側のサツキ１列は整えること。 

（５）A 棟～Ｃ棟区画にある●の低木（アオキ）については掘り取り撤

去し、その場所に客土を追加すること。 

（６）Ｄ棟～Ｆ棟区画東側のアジサイについては、すべて掘り取り撤去

し、その場所には客土を追加すること。 

（７）発生材の処分については、受託者の責任において法令を遵守し適

正に処理するものとする。また、併せて周辺の清掃も行うこととす

る。 

 

５． 作業体制 

（１） 受注者は、現場担当者を選任し業務工程表を作成したうえで業務

を実施するものとし、現場担当者に変更があった場合は、監督員に

報告を行うこととする。 

（２） 現場担当者は、常に監督員と連絡を取れるよう体制を整えること

とする。 

（３） 不可抗力等により業務の遂行が困難になった場合は、監督員に確

認・協議のうえ業務を進めることとする。 

 

６． 機密の保持 

受注者は、業務上知り得た機密及び個人情報については、ほかに漏らし

てはならない。 



また、本記載事項については、委託業務終了後も適用する。 

 

７． 法令の遵守 

受注者は業務の実施にあたり、関係法令等を遵守しなければならない。 

 

８． 業務上の注意事項 

（１）本業務の実施にあたっては、必要な注意看板等を設置して周知す

るとともに、町営住宅入居者及び関係者、また、間木公園（中下田

団地公園）利用者等の安全に十分注意のうえ、効率的かつ迅速に作

業を行うものとする。 

 また、事故が発生した場合は、事故報告書を監督員に提出するも

のとする。 

（２）業務により、施設等の損傷をした場合は、監督員に報告すると共

に受託者の負担で現状に復旧するものとする。 

 

９． 提出書類 

No. 書類 部数 備考 

１ 業務着手届 １ 業務着手後速やかに 

２ 現場担当者通知書 １ 業務着手後速やかに 

３ 現場担当者経歴書 １ 業務着手後速やかに 

４ 業務工程表 １ 契約締結後 14 日以内 

５ 事故報告書 １ 事故発生時（随時） 

６ 業務完了届 １ 業務完了の日から５日以内 

７ 業務写真帳 １ 業務完了の日から５日以内 

８ 引渡書 １ 業務完了の日から５日以内 

９ 打合簿、その他、監督員が

必要と認める書類 

  

 

１０．契約代金支払い 

本業務の契約代金は、業務完了及び引渡し後の支払いとする。 

 

１１．その他 

 本特記仕様書に定めのない事項で疑義等が生じた場合は、委託者と受注者で

協議のうえ決定するものとする。 

 


